
令和８年度 門真市国民健康保険 保健事業実施計画 

 

１．目的 

 

 被保険者の健康の保持増進を実現するため、総合的かつ効果的に保健事業を

実施することを目的として、以下に定める基本方針に基づき事業を実施するも

のとする。 

 

２．基本方針 

 

令和６年度から令和 11 年度までの６年計画として策定した「門真市国民

健康保険第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画」に基

づき、着実に保健事業を推進していくことにより、被保険者の生活の質（QOL）

の維持・向上及び健康寿命の延伸、更にはその結果としての医療費適正化に

努める。また、令和８年度は「第３期データヘルス計画」の中間年にあたる

ため、計画全体の中間評価を行い、社会情勢の変化に応じて必要な見直しを

行うこととする。 

 

（１）特定健康診査・特定保健指導 

高血圧や糖尿病等の生活習慣病の予防を推進するため、特定健康診査の受

診率の向上に努め、被保険者の健康保持・増進を図る。 

また、特定保健指導の効果的な実施により、メタボリックシンドロームの

該当者や予備群の減少に努め、将来の生活習慣病の発症予防を図る。 

特定健康診査・特定保健指導を実施するにあたり、生活習慣病の予防に関

心を持つよう広く啓発を行い、特定保健指導に該当しない被保険者に対して

も健診結果に応じた生活指導等を行うことで生活習慣病の予防を図る。 

加えて、令和６年度より開始した特定健診の集団健診会場における禁煙指

導について、引き続き同日に質問票から把握した喫煙者に対する個別の禁煙

指導を継続するとともに、令和８年度より事後フォローとして架電での様子

確認を行うことにより、被保険者の健康保持・増進を図る。 

 

（２）データヘルス計画に沿った事業運営 

  特定健康診査・特定保健指導結果及びレセプトデータなどの分析等により

「門真市国民健康保険第３期データヘルス計画」において、明確化された健

康課題に対し、PDCA サイクルに沿った効率的かつ効果的な保健事業を推進



する。 

 

（３）人間ドック検診事業 

疾病の早期発見・予防を目的として、人間ドック検診の受診費用の助成を

行うことで、被保険者の健康保持を図る。 

 

（４）特定健診未受診者対策事業 

特定健診未受診者に対し、ハガキ等による受診勧奨を実施する。受診勧奨

の実施にあたっては、特に若年層の受診率を向上させるため、40～50歳代の

未受診者への受診勧奨を強化するとともに、さまざまな機会を活用し、特定

健康診査の意義や必要性等の周知を行う。 

また、未受診者の実態やニーズの把握を行うため、アンケート調査を実施

する。 

 

（５）重症化予防対策事業 

   特定健診の結果から、高血圧症、糖尿病、脂質異常症が疑われる者または

治療中であってもコントロール不良が疑われる者、加えて治療中断者に対

し、訪問や電話、文書による受療勧奨や服薬確認等を行う。 

 

（６）糖尿病性腎症重症化予防事業 

   糖尿病性腎症等が疑われる者または治療中であってもコントロール不良

が疑われる者、加えて治療中断者に対し、訪問や電話、文書による受療勧奨

や服薬確認等を行う。 

   治療中のコントロール不良者に対する保健指導の実施をめざし、一般社

団法人門真市医師会と連携し、糖尿病専門医による研修会を開催するとと

もに、「糖尿病性腎症重症化予防事業検討委員会」を立ち上げ、対象者の抽

出基準や実施体制の構築に努める。 

 

（７）重複・多剤投与者対策事業 

   重複・多剤投与が疑われる被保険者に対し、適正受診を促すことにより、

医療費の適正化を図る。 

 

 

 

 

 



３．事業計画 

基本方針に基づき次の事業を実施する。 

事業名 実施内容 

⑴特定健康診査事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「門真市国民健康保険第３期データヘルス計画」に基づ

き、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防すること

を目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該

当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要と

する者を、的確に把握するとともに、被保険者の健康増進に

寄与するため。 

 

（対象者） 

40歳以上 75歳未満の被保険者 

※年度内に 40歳に到達する者も含む。 

 

（実施期間） 

令和８年６月１日～令和９年３月 31日 

 

（実施場所） 

○集団健診 

門真市保健福祉センター 

門真市南部市民センター 

門真市民プラザ 

 

○個別健診 

・門真市内の取扱医療機関 

・大阪府医師会との集合契約により委託された大阪府内の

取扱医療機関 

 

（自己負担） 

無料 

 

（目標受診率） 

令和８年度：45％ 

⑵特定保健指導事業 

 

 

「門真市国民健康保険第３期データヘルス計画」に基づ

き、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的として、メ

タボリックシンドロームに着目し、その要因となる生活習



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が

自らの生活習慣における課題を認識し、行動変容と自己管

理を行うとともに、健康的な生活を維持することができ、ま

た、生活習慣病の予防に資するよう本事業を実施する。 

 

（対象者） 

特定健康診査受診者のうち、動機付け支援及び積極的支

援該当者（受診者の腹囲や血液検査の各結果等から抽出さ

れた被保険者） 

 

（実施期間） 

特定健診結果を通知後、随時実施 

 

（実施場所） 

特定保健指導業務受託機関及び門真市内の特定保健指導

取扱医療機関 

 

（自己負担） 

無料 

 

（目標実施率） 

令和８年度：33％ 

 

（利用勧奨） 

○特定保健指導未利用者に対する勧奨ハガキの送付 

○特定保健指導未利用者に対する電話勧奨の実施 

○ＩＣＴを活用した保健指導の実施 

○イベント開催の実施 

⑶人間ドック検診事

業 

 

 

 

 

 

 

門真市国民健康保険被保険者の健康増進や、疾病の早期

発見・予防を図るため、人間ドック検診について、事前に申

請等を行うことで費用を助成する。 

 

（対象者） 

次の条件すべてを満たしている人 

①受診日に門真市国民健康保険に加入している人 

②受診日の年齢が 30歳～74歳である人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③過年度の保険料を完納、または納付誓約を履行している

人 

④同一年度内において本事業による人間ドック検診を受診

していない人 

⑤同一年度内において特定健診を受診していない人 

 

（実施期間） 

令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 

（実施場所） 

指定医療機関：摂南総合病院、蒼生病院 

※指定外医療機関でも可能（ただし、特定健診の検査項目を

おおむね満たしている場合に対象） 

 

（受診者負担額及び助成額） 

○指定医療機関で受診する場合の受診者負担額 

基本検診           20,000円 

基本検診＋頭部 CTスキャン    25,000円 

基本検診＋頭部 MRI検査    28,500円 

※頭部 CTスキャン、頭部 MRI検査のみは不可 

○指定医療機関以外で受診する場合の助成額 

 人間ドックに要した費用（上限 20,000円） 

 

（周知方法） 

○特定健康診査受診券に同封のパンフレット 

○国民健康保険納入通知書送付時のパンフレット 

（なるほど国保） 

○広報紙等による啓発活動 

 

（その他） 

人間ドックを受診した者で、40歳～74歳の特定健康診査対

象者については、人間ドック検診受診を特定健康診査受診

とみなし、検査結果を特定保健指導やその他の保健事業に

活用する。 

⑷特定健診未受診者

対策事業 

特定健診未受診者に対し、圧着ハガキ等による受診勧奨

を実施する。受診勧奨の実施にあたっては、若年層の受診



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

率を向上させるため、40～50 歳代の未受診者への受診勧

奨を強化するとともに、さまざまな機会を活用し、特定健康

診査の意義や必要性等の周知を行う。 

 

（受診勧奨） 

○特定健診の未受診者に対する勧奨圧着ハガキの送付 

○特定健診の未受診者に対するＳＭＳ（ショートメッセー

ジサービス）の送付 

○特定健診の未受診者に対する電話による勧奨 

○特定健診の未受診者に対する医療機関からの勧奨 

○特定健診だよりや市ホームページ等による受診啓発 

〇アスマイルアプリによる勧奨 

⑸重症化予防対策事

業 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診の結果から、高血圧症、糖尿病、脂質異常症が疑

われる者または治療中であってもコントロール不良が疑わ

れる者、加えて治療中断者に対し、訪問や電話、文書によ

る受療勧奨や服薬確認等を行う。 

 

（その他） 

○特定健診だよりなどにより、生活習慣病の危険性等の周

知を図る。 

○生活習慣病に関する健康教育講座を実施する。 

⑹糖尿病性腎症重症

化予防事業 

 

 

 

糖尿病性腎症等が疑われる者または治療中であってもコン

トロール不良が疑われる者、加えて治療中断者に対し、訪問

や電話、文書による受療勧奨や服薬確認等を行う。 

⑺重複・多剤投与者対

策事業 

重複・多剤投与が疑われる被保険者に対し、文書や訪問に

て、適正受診を促すことにより、医療費の適正化を図る。 

 



 

４ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定健康診査 

・特定保健指導 

・人間ドック検診費用助成事業 

・特定健診未受診者対策事業 

・重症化予防対策事業 

・医療費適正化事業 

・健康教室、健康相談 

・がん検診 

・成人歯科健診 

関係機関・団体 医師会・各医療機関等 

門真市健康増進課 

   健康保険課 


